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第１回「自動車整備技術の高度化検討会」 

Ｊ―ＯＢＤⅡを活用した点検整備に係る情報の取扱指針 

国内自動車メーカの対応状況 
 

平成 23 年 8 月 2 日 

一般社団法人 日本自動車工業会・サービス部会 

 

１. 取扱指針の概要と国内自動車メーカ(乗用 8 社)の申請状況 

  国内自動車メーカ（乗用 8 社）では、

平成 23 年 4 月 1 日より施行された情

報取扱指針「第 4 条（点検整備情報の

提供）」の国土交通大臣申請について、

平成 22 年 9 月 1 日～平成 23 年 3 月

31 日までに製造・販売された該当車両

において、6 月初旬に申請を行なった。 

 

 

 

 

 

申請にあたっては、各社毎に申請書の提出を行い、合計 176 車種に

及んだ。（表 1） 
（表 1：五十音順） 

メーカ名 車種数 
 

 ス ズ キ 15 
今後の第 4 条関係の申請は、該当する新たな型式の車両を発売した

メーカについて、四半期毎に自工会で取り纏めて提出していくこととし、

平成 23 年度の第一四半期分として、7 月 27 日（水）に該当３メーカ

の申請書を提出した。 

 ダ イ ハ ツ 14 

 ト ヨ タ 61 

 日 産 26 

 富 士 重 工 12 

 ホ ン ダ 22 
 

 マ ツ ダ 11 
  三 菱 15 

 合計 176 

  申請内容は、国土交通省 自動車局 整備課にて、

第七条（国土交通大臣の確認等）に基づいて確認

された後に、同第 4 項の規定に基づき、各社毎に

ホームページに公表された。（図 1） 

 

 

 

 

 
図 1 
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２. 第 5 条関係（外部故障診断装置開発情報の提供）への対応 

平成 22 年度の「汎用スキャンツール普及検討会」

より提案された「標準仕様」（図 2）について、乗用

自動車メーカ毎のエミッション系統に係る具体的な

「作業サポート機能」等の選定作業を、本年度 6 月よ

り着手。 

平成 24 年 4 月 1 日の施行に備えて、本検討会の

アンケート調査結果を踏まえながら、スキャンツール

開発に必要な情報に、新たに標準機能の仕様を追加し

ていく方針。 

 
図２ 

 

３. 第 6 条関係（専用外部故障診断装置の提供）への対応 

各社のメーカ専用外部故障診断装置の提供（販売、リース等）については、提供後のソフト

のアップデート等のサポートが必要となり、メーカ毎にその対応方法が異なってくることから、

自工会としての運用ルールやガイドラインは策定せず、平成 25 年 4 月 1 日の施行に向けて、

各社個別に提供方法を講ずる予定。 

 

以上 


